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＜ご利用にあたっての注意事項＞
 １　●印は全員提出が必要な項目、▼は該当者のみ提出が必要な項目です。
　２　◎印はその項目の中で全員提出する様式、○印は該当者のみ提出する様式です。
　３　添付書類については、様式に記載されているものについては省略しています。様式の備考欄等をよく確認し、提出漏れがないようお願いします。
　４　下線がある青字の様式をクリックすると、該当の様式に飛びますので、そのまま申請書の作成ができます。
ただし、「17 資金が必要になったとき」については、PDFファイルになっていますので、様式を打ち出して、手書きで申請してください。
　５　こちらは、様式集を事象別にしたものです。制度内容等詳細については、「福利のしおり」等を参考にしてください。
　 ６　山口県教職員互助会の事象別については、山口県教職員互助会ホームページhttps://yamakyogo.jpの「現職者のページ」をご覧ください。
